
 

 

 
 

 
 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第 47条の 5）では、「当該学校の運営及び必

要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない」と

しています。では、なぜ今、学校運営協議会が必要なのでしょうか？ 

 文部科学省は、「子供の課題の複雑化・多様化に対応し、地域全体で子供を育てる『社会総掛

かりでの教育』を実現するため。学校と地域がパートナーとして連携し、運営方針の承認や具体

的な支援を通じて、地域の知恵と力を学校に活かし、学校運営の透明性と質の向上、地域との一

体感の醸成を目指す重要な仕組み」としています。 

学校運営協議会が必要な理由  
１． 子供の課題への対応：複雑化・多様化する子供の課題は、学校だけで抱え込まず、多様な

大人が関わり、地域ぐるみで課題解決を図る必要があります。 

２． 「地域とともにある学校」への転換：学校が「地域に開かれた学校」から「地域と一体となっ

て子供を育む学校」へ進化するため、保護者や地域住民が学校運営の当事者として参画す

る仕組みが必要です。 

３． 学校運営の改善と透明性の向上：地域住民の視点を取り入れることで、客観的な評価や新

たなアイデアが生まれ、学校運営の PDCA サイクル（計画・実行・評価・改善）を効果的に

回せます。 

４． 地域資源の活用と連携強化：地域の人材や施設、知恵を教育活動に活かし、地域学校協

働活動を活性化。地域づくりにもつながる協働的な学びを推進します。 

５． 学校・家庭・地域の連携強化：協議会を通じて、学校のビジョンや課題、子供の成長の状況

などを共有し、一体となって子供を育む共通理解と協力体制を築きます。 

 

管内では、令和 7 年 12 月現在、「市原市・富津市（再配置予定校を除く）・鴨川市・鋸南

町」が全ての公立学校で、「木更津市・君津市」が一部の学校で学校運営協議会（コミ

ュニティ・スクール）を設置し、委員の皆様は“学校の応援団”として活躍しています。  

また、多くの学校が地域学校協働活動を通じて地域連携・協働を推進しています。  
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文責 学校・家庭・地域連携班 



 富津市と鋸南町の境にそびえる「鋸山」は、令和３年度に日本遺産候補地域となりま

した。地域活性化事業の一つとして、小中学生を対象に社会科見学事業を実施していま

す。校外学習等で是非ご活用ください！ 

 
 


